
 

岩沼市手数料条例の一部を改正する条例 

 岩沼市手数料条例（平成１２年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第７号中オを削り、同号カ中(イ)を削り、(ウ)を(イ)とし、同号カを同号オとし、同号

キを同号カとし、同条第１６号中「とき。」を「とき」に改める。 

第３条中「照合、証明及び謄本又は抄本その他の」を「証明及び」に改める。 

第４条第１項中「照合、証明及び謄本又は抄本その他の交付又は申請のとき、現金で」

を「証明、交付又は申請の際に」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第２３１条の２

の３第１項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところによ

り当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。 

 第４条の次に次の１条を加える。 

（郵便等による送付） 

第４条の２ 郵便等により謄本、抄本、写し、証明書その他の書類の送付を受けようとす

る者は、第２条第１項に規定する手数料のほかに、当該郵便等に要する実費料金を納付

しなければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （岩沼市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

２ 岩沼市固定資産評価審査委員会条例（昭和３０年条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

  第１０条第２項中「現金で」を「交付の際に」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者に納付を委託し

たときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付すること

ができる。 
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